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新
潟
県
条
例
第
1
5
号
 

新
潟
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

第
１
条

 
新
潟
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
6
0
年
新
潟
県

条
例

第
4
6
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。
 

次
の
表
の
改
正
後
の
欄
中
別
表
の
細
目
の
表
示
に
下

線
が

引
か
れ

た
別

表
の

細
目

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
移

動
後

別
表
細
目
」
と
い
う
｡
)に

対
応
す
る
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
別

表
の
細

目

の
表
示
に
下
線
が
引
か
れ
た
別
表
の
細
目
（
以
下
こ
の

条
に

お
い

て
「

移
動

別
表

細
目

」
と

い
う

｡
)
が

存
在

す
る

場
合

に
は
当
該
移
動
別
表
細
目
を
当
該
移
動
後
別
表
細
目
と
し
、
移
動
後

別
表

細
目

に
対
応
す
る
移
動
別
表
細
目
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は

当
該

移
動

後
別

表
細

目
を

加
え

る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（

別
表

の
細
目

の
表

示
を

除
く

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
改

正
部

分
」
と
い
う
｡
)
に
対
応
す
る
次
の
表
の
改
正
後
の
欄
中
下
線
が
引

か
れ
た

部

分
（
別
表
の
細
目
の
表
示
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て

「
改

正
後

部
分

」
と

い
う

｡
)
が

存
在

す
る

場
合

に
は

当
該

改
正
部
分
を
当
該
改
正
後
部
分
に
改
め
、
改
正
部
分
に
対
応
す
る
改

正
後

部
分

が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
当
該
改
正
部
分
を
削
り
、
改

正
後

部
分

に
対

応
す

る
改

正
部

分
が

存
在

し
な

い
場

合
に

は
当

該
改

正
後
部
分
を
加
え
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た

部
分

を
削

り
、

次
の

表
の

改
正

後
の

欄
の

表
中

太
線

で
囲

ま
れ

た
部

分
を
加
え
る
。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
行
為
の
制
限
）
 

第
２
条

 
都
市
公
園
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

行
為

を
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
知

事

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～
(
5
)
 

（
略
）
 

(
6
)
 
新

潟
県
立
鳥
屋
野
潟
公
園
多
目
的
運
動
広
場
（

北
側

）
若

し
く

は
多

目
的

運
動

広
場
（

南

側
）
又
は
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
若
し
く
は
野
球
場
内

に
広

告
物

を
表

示
す

る
こ

と
。

 

２
～
５
 
（
略
）
 

 第
1
1
条

 
（

略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
潟
県
立
鳥

屋
野

潟
公
園

多
目

的
運

動
広

場
（

北
側

)
､

多
目
的
運
動
広
場
（
南
側
)
､
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
の

グ
ラ

ウ
ン

ド
若

し
く

は
ス

タ
ン

ド
又

は
野

球
場
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
1
5条

の
５

第
７

項
に

お
い

て
「

特
定

施
設

」
と

い
う
｡
)
の
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
入
場
料
を
徴

収
す

る
場
合

に
お

い
て

、
別

表
第

２
第

５
号

の
表

か
ら
第
７
号
の
表
ま
で
又
は
第
９
号
の
表

に
規

定
す
る
入

場
料

の
収

入
総

額
に
1
0
0

分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

加
算

使
用

料
」
と

い
う

｡
)
を

納
め

る

と
き
は
、
特

定
施
設
を
使
用
し
た
日
（
２
日
以
上
に

わ
た

り
連
続

し
て

使
用

す
る

場
合

に
あ

つ
て
は
、
最

後
に
使
用
し
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て

、
７

日
以

内
に

規
則
で

定
め

る
と

こ
ろ
に
よ
り
入
場
料
の
収
入
総
額
を
知
事
に
報
告
す

る
と

と
も
に

、
3
0
日

以
内

に
加

算
使

用

料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
利
用
料
金
）
 

（
行

為
の

制
限
）

 

第
２

条
 
都

市
公

園
に

お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事

の
許

可
を

受
け
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
5
)
 
（
略

）
 

(
6
)
 
新
潟
県
立
鳥
屋
野
潟
公
園
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
又
は
野
球
場
内
に
広
告
物
を
表
示
す
る

こ

と
。

 

２
～

５
 
（

略
）

 

 第
1
1
条

 
（

略
）

 

２
 
（

略
）
 

３
 
第

１
項

の
規

定
に

か
か
わ
ら
ず
、
新
潟
県
立
鳥
屋
野
潟
公
園
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
の
グ
ラ

ウ

ン
ド
若
し
く
は
ス
タ
ン
ド
又
は
野
球
場
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
使
用

の
許
可
を
受
け
た
者
が
入
場

料
を

徴
収

す
る
場

合
に
お
い
て
、
別
表
第
２
第
５
号
又
は
第
７
号
の
表
に
規
定
す
る
入
場

料

の
収

入
総

額
に

1
0
0
分

の
５

を
乗

じ
て

得
た

額
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

加
算

使
用

料
」

と
い

う
｡
)
を

納
め

る
と
き
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
又
は
ス
タ
ン
ド
を
使
用
し
た
日
（
２
日
以
上
に

わ
た

り
連

続
し
て

使
用

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
最
後
に
使
用
し
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起

算

し
て

、
７

日
以

内
に

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
入
場
料
の
収
入
総
額
を
知
事
に
報
告
す

る
と

と
も

に
、
3
0
日

以
内
に
加
算
使
用
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   

（
利

用
料

金
）
 



 

3
 

第
1
5
条
の
５

 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
利
用
料
金
は
、
別
表
第
２
第
３
号
の
表
か
ら
第
1
0
号

の
表
ま

で
に

掲
げ

る
施

設
に

つ
い

て

は
こ
れ
ら
の
表
に
定
め
る
額
、
規
則
で
定
め
る
附
属

設
備

に
つ
い

て
は

規
則

で
定

め
る

額
の

範
囲
内
で
、
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
指
定

管
理

者
は

、

あ
ら
か
じ
め
当
該
利
用
料
金
に
つ
い
て
知
事
の
承
認

を
受

け
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
・
６
 
（
略
）
 

７
 
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
施
設
の

使
用

の
許

可
を

受
け

た
者

が
入

場
料

を

徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

別
表

第
２
第

５
号

の
表

か
ら

第
７

号
の

表
ま

で
又

は
第

９
号

の
表

に
規

定
す

る
入

場
料

の
収

入
総

額
に

1
0
0
分

の
５

を
乗

じ
て

得
た

額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
額
（
以
下
こ

の
項

に
お
い

て
「

加
算

利
用

料
金

」
と

い
う
｡
)
を
納
め
る
と
き
は
、
特
定
施
設
を
使
用
し

た
日
（

２
日
以

上
に

わ
た

り
連

続
し

て
使

用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
最
後
に
使
用
し
た
日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

、
７

日
以

内
に

規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
入
場
料
の
収
入
総
額

を
指

定
管
理

者
に
報

告
す
る
と
と
も
に
、

3
0
日
以
内
に
加
算
利
用
料
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

 ８
・
９
 
（
略
）
 

 別
表
第
１

（
第
１
条
の
６
関
係
）
 

公
園
名
 

公
園
施
設
 

供
用

日
 

供
用

時
間

 

新
潟
県
立

鳥
屋
野
潟

公
園
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

多
目
的
運
動
広
場
（
南
側
）
 

 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

 
 

 

 別
表
第
１
の
２
（
第
５
条
の
２
関
係
）
 

公
園
名
 

有
料

公
園

施
設
 

新
潟
県
立
鳥
屋
野
潟
公
園
 

（
略
）
 

多
目
的
運
動
広
場

（
南

側
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 

 

第
1
5
条

の
５
 
（

略
）

 

２
・

３
 
（

略
）

 

４
 
利

用
料

金
は

、
別

表
第
２
第
３
号
の
表
か
ら
第
８
号
の
表
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い

て

は
こ

れ
ら

の
表
に

定
め

る
額
、
規
則
で
定
め
る
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
規
則
で
定
め
る
額
の

範
囲

内
で

、
指
定

管
理

者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は

、

あ
ら

か
じ

め
当
該

利
用

料
金
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
・

６
 
（

略
）

 

７
 
前

項
本

文
の

規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
新
潟
県
立
鳥
屋
野
潟
公
園
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
の
グ

ラ

ウ
ン
ド
若
し
く
は
ス
タ
ン
ド
又

は
野
球
場
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
使

用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
入

場
料

を
徴

収
す
る

場
合

に
お
い
て
、
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
別
表
第
２
第
５
号
又
は
第
７

号

の
表

に
規

定
す

る
入

場
料

の
収

入
総

額
に

1
0
0
分

の
５

を
乗

じ
て

得
た

額
の

範
囲

内
で

指
定

管
理

者
が

定
め
る

額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
加
算
利
用
料
金
」
と
い
う
｡
)
を
納
め
る
と

き
は

、
グ

ラ
ウ
ン

ド
又
は
ス
タ
ン
ド
を
使
用
し
た
日
（
２
日
以
上
に
わ
た
り
連
続
し
て
使

用

す
る

場
合

に
あ
つ

て
は

、
最
後
に
使
用
し
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
７
日
以
内

に
規

則
で

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
り
入
場
料
の
収
入
総
額
を
指
定
管
理
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に

、

3
0
日

以
内

に
加
算

利
用
料
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

８
・

９
 
（

略
）
 

 別
表

第
１
（

第
１

条
の

６
関
係
）
 

公
園

名
 

公
園
施
設
 

供
用
日
 

供
用
時
間
 

新
潟

県
立

鳥
屋

野
潟

公
園

 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

多
目

的
運
動
広
場
（
南
側
)
(
専

用
使

用
の
場
合
に
限
る
｡
)
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

 
 

 

 別
表

第
１

の
２
（

第
５

条
の
２
関
係
）
 

公
園

名
 

有
料
公
園
施
設
 

新
潟

県
立

鳥
屋
野

潟
公
園
 

（
略
）
 

多
目
的
運
動
広
場
（
南
側
)
(
専
用
使
用
の
場
合
に
限
る
｡
)
 

（
略
）
 

（
略

）
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別
表
第
２

（
第
1
0
条
関
係
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 

（
略
）
 

 
(
3
)
 
第
２
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
を

受
け

た
場

合
 

区
 
 
 
 
 
分
 

単
 

位
 

金
 

額
 

（
略
）
 

ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン

又
は
業

と
し
て

写
真
の

撮
影
を

す
る
こ
と
。
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

新
潟
県

立
鳥
屋

野
潟
公

園
多

目
的

運
動

広
場

（
北
側

）
又
は

多
目
的

運
動
広

場
（
南

側
）
に

広
告
物

を
表
示

す
る
こ

と
。
 

競
技
会
、
集
会
、
展

示
会

そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
催

し

を
行
う
際
、
表
示
す
る

広
告

物
 

表
示

面
積

１

平
方

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
１

日
 

1
,
3
0
0
円

 

（
略
）
 

(
4
)
 
第
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

け
た

場
合
（

新
潟

県
立

鳥
屋

野
潟

公
園

多
目
的
運
動
広
場
（
北
側
)
､
多
目
的
運
動
広
場
（

南
側

)
､
新

潟
ス

タ
ジ

ア
ム

、
サ

ブ
グ

ラ

ウ
ン
ド
及
び
野
球
場
を
除
く
。）

 

区
 
 
 
 
 
分
 

単
 

位
 

金
 

額
 

新
潟

県
立

鳥

屋
野
潟
公
園
 

 
 

 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

 
 

 

(
5
)
 
第
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

け
た

場
合
（

新
潟

県
立

鳥
屋

野
潟

公
園

多
目
的
運
動
広
場
（
北
側
）
に
限
る
｡
)
 

区
 
 
 
 
 
分
 

単
 

位
 

金
 

額
 

別
表

第
２
（

第
1
0
条

関
係

）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略

）
 

 
(
3
)
 
第

２
条
第

１
項

又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
場
合
 

区
 
 
 
 
 
分
 

単
 
位
 

金
 
額
 

（
略

）
 

ロ
ケ

ー
シ

ョ
ン

又
は
業

と
し

て
写

真
の

撮
影
を

す
る

こ
と

。
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

（
略

）
 

(
4
)
 
第

５
条

の
２

第
１

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
場
合
（
新
潟
県
立
鳥
屋
野
潟
公

園

新
潟

ス
タ

ジ
ア
ム

、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
及
び
野
球
場
を
除
く
。）

 

 

区
 
 
 
 
 
分
 

単
 
位
 

金
 
額
 

新
潟

県
立

鳥

屋
野

潟
公

園
 

多
目

的
運

動
広

場

（
北

側
）
 

全
面
使
用
 

青
少
年
 

１
時
間
 

4
2
0
円
 

そ
の
他
 

8
4
0
円
 

半
面
使
用
 

青
少
年
 

2
1
0
円
 

そ
の
他
 

4
2
0
円
 

多
目

的
運

動
広

場

（
南

側
）
 

全
面
使
用
 

青
少
年
 

4
2
0
円
 

そ
の
他
 

8
4
0
円
 

半
面
使
用
 

青
少
年
 

2
1
0
円
 

そ
の
他
 

4
2
0
円
 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
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営
利
を
目
的
と
し
な

い
場
合
 

全
面
使
用
 

青
少
年
 

１
時

間
 

 

1
,
0
0
0
円

 
入

場
料

を

徴
収

す
る

場
合

は
、
左

に
掲

げ
る

額
に

入
場

料
の

収
入

総
額

に
1
0
0

分
の

５
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

 

そ
の
他
 

2
,
0
0
0
円

 

半
面
使
用
 

青
少
年
 

5
0
0
円

 

そ
の
他
 

1
,
0
0
0
円

 

営
利
を
目
的
と
す
る
場
合
 

 

 
営

利
を

目

的
と
し
な
い

場
合

の
使

用
料

の
額

の
２
倍
に
相

当
す

る
額

 

(
6
)
 
第
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

け
た

場
合
（

新
潟

県
立

鳥
屋

野
潟

公
園

多
目
的
運
動
広
場
（
南
側
）
に
限
る
｡
)
 

区
 
 
 
 
 
分
 

単
 

位
 

金
 

額
 

営
利
を
目
的
と
し
な

い
場
合
 

全
面
使
用
 

青
少
年
 

１
時

間
 

 

2
,
0
0
0
円

 
入

場
料

を

徴
収

す
る

場
合

は
、
左

に
掲

げ
る

額
に

入
場

料
の

収
入

総
額

に
1
0
0

分
の

５
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

 

そ
の
他
 

4
,
0
0
0
円

 

半
面
使
用
 

青
少
年
 

1
,
0
0
0
円

 

そ
の
他
 

2
,
0
0
0
円

 

営
利
を
目
的
と
す
る
場
合
 

 

 
営

利
を

目

的
と
し
な
い

場
合

の
使

用
料

の
額

の
２
倍
に
相

当
す

る
額

 

(
7
)
 
（
略
）
 

(
8
)
 
（
略
）
 

(
9
)
 
（
略
）
 

(
1
0
)
 
（
略
）
 

備
考
 
（
略
）
 

 
 

 
 

 
入

場
料

を

徴
収

す
る

場
合
は
、
左

に
掲

げ
る

額
に

入
場

料
の

収
入

総
額

に
1
0
0

分
の

５
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し
た
額
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 
 

 
入

場
料

を

徴
収

す
る

場
合
は
、
左

に
掲

げ
る

額
に

入
場

料
の

収
入

総
額

に
1
0
0

分
の

５
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し
た
額
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

(
5
)
 
（

略
）
 

(
6
)
 
（

略
）
 

(
7
)
 
（

略
）
 

(
8
)
 
（

略
）
 

備
考

 
（

略
）
 

第
２
条

 
新

潟
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改

正
す

る
。

 

次
の
表
の
改
正
後
の
欄
中
別
表
の
細
目
の
表
示
に
下

線
が

引
か
れ

た
別

表
の

細
目

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
移

動
後

別
表
細
目
」
と
い
う
｡
)に

対
応
す
る
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
別

表
の
細

目

の
表
示
に
下
線
が
引
か
れ
た
別
表
の
細
目
（
以
下
こ
の

条
に

お
い

て
「

移
動

別
表

細
目

」
と

い
う

｡
)
が

存
在

す
る

場
合

に
は
当
該
移
動
別
表
細
目
を
当
該
移
動
後
別
表
細
目
と
し
、
移
動
後

別
表

細
目
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に
対
応
す
る
移
動
別
表
細
目
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は

当
該

移
動

後
別

表
細

目
を

加
え

る
。
 

次
の
表
の
改
正
後
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（

別
表

の
細
目

の
表

示
を

除
く

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
改

正
後

部
分
」
と
い
う
｡
)
に
対
応
す
る
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
下
線
が

引
か
れ

た

部
分
（
別
表
の
細
目
の
表
示
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い

て
「

改
正

部
分

」
と

い
う

｡
)
が

存
在

す
る

場
合

に
は

当
該

改
正
部
分
を
当
該
改
正
後
部
分
に
改
め
、
改
正
後
部
分
に
対
応
す
る

改
正

部
分

が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
当
該
改
正
後
部
分
を
加
え
る

。
 

次
の
表
の
改
正
後
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部

分
を

加
え
る

。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
行
為
の
制
限
）
 

第
２
条

 
都
市
公
園
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

行
為

を
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
知

事

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～
(
5
)
 

（
略
）
 

(
6
)
 
新

潟
県
立
鳥
屋
野
潟
公
園
多
目
的
運
動
広
場
（

北
側

）
若

し
く

は
多

目
的

運
動

広
場
（

南

側
）
又
は
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
、
野
球
場
若
し
く
は

ス
ケ

ー
ト

パ
ー

ク
内

に
広

告
物

を
表

示

す
る
こ
と
。
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 

（
有
料
公
園
施
設
の
使
用
の
許
可
）
 

第
５
条
の
２

 
別
表
第
１
の
２
に
掲
げ
る
公
園
施
設
（

以
下
「

有
料

公
園

施
設
」
と

い
う

｡
)
で

次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
及
び
規
則
で
定
め
る
有
料
公
園
施
設
の
附
属
設
備
（

以
下
「

附

属
設
備
」
と

い
う
｡
)
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知

事
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。
 

(
1
)
 
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
及
び

ス
ケ

ー
ト

パ
ー

ク
（

専
用

使
用
（

排
他

的

な
使
用
を
い
う
。
以
下
同
じ
｡
)の

場
合
を
除
く
｡
)
 

(
2
)
・

(
3
)
 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

（
使
用
料
）
 

第
1
0
条

 
次
に
掲
げ
る
者
は
別
表
第
２
に
掲
げ
る
額
の

使
用

料
を

、
附

属
設

備
の

使
用

の
許

可

を
受
け
た
者
は
規
則
で
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
め

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
及
び

ス
ケ

ー
ト

パ
ー

ク
の

使
用
（
専

用
使

用
を

除
く
｡
)
を
し
よ
う
と
す
る
者
 

(
3
)
・

(
4
)
 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
行

為
の

制
限
）

 

第
２

条
 
都

市
公

園
に

お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事

の
許

可
を

受
け
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
5
)
 
（
略

）
 

(
6
)
 
新

潟
県

立
鳥

屋
野

潟
公
園
多
目
的
運
動
広
場
（
北
側
）
若
し
く
は
多
目
的
運
動
広
場
（

南

側
）

又
は

新
潟
ス

タ
ジ
ア
ム
若
し
く
は
野
球
場
内
に
広
告
物
を
表
示
す
る
こ
と
。
 

 

２
～

５
 
（

略
）

 

 

（
有

料
公

園
施
設

の
使

用
の
許
可
）
 

第
５

条
の

２
 
別

表
第

１
の
２
に
掲
げ
る
公
園
施
設
（
以
下
「
有
料
公
園
施
設
」
と
い
う
｡
)
で

次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
及
び
規
則
で
定
め
る
有
料
公
園
施
設
の
附
属
設
備
（
以
下
「
附

属
設

備
」
と

い
う

｡
)
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

許
可

を
受
け

た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
 

(
1
)
 
新

潟
ス

タ
ジ

ア
ム
及
び
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
専
用
使
用
（
排
他
的
な
使
用
を
い
う
。
以

下
同

じ
｡
)
の

場
合

を
除
く
｡
) 

(
2
)
・

(
3
)
 
（
略

）
 

２
 
（

略
）
 

 

（
使

用
料

）
 

第
1
0
条

 
次

に
掲

げ
る

者
は
別
表
第
２
に
掲
げ
る
額
の
使
用
料
を
、
附
属
設
備
の
使
用
の
許

可

を
受

け
た

者
は
規

則
で
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
（

略
）
 

(
2
)
 
新

潟
ス

タ
ジ

ア
ム
及
び
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
使
用
（
専
用
使
用
を
除
く
｡
)を

し
よ
う
と

す
る

者
 

(
3
)
・

(
4
)
 
（
略

）
 

２
 
（

略
）
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 第
1
1
条

 
（

略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
潟
県
立
鳥

屋
野

潟
公
園

多
目

的
運

動
広

場
（

北
側

)
､

多
目
的
運
動
広
場
（
南
側
)
､
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
の
グ

ラ
ウ

ン
ド
若

し
く

は
ス

タ
ン

ド
、
野

球

場
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
又
は
ス
ケ
ー
ト
パ
ー
ク
（
以
下
こ

の
項

及
び
第

1
5
条

の
５

第
７

項
に

お
い

て
「

特
定
施
設
」
と
い
う
｡
)
の
使
用
の
許
可
を
受

け
た

者
が

入
場

料
を

徴
収

す
る

場
合

に
お

い
て
、
別

表
第
２
第
５
号
の
表
か
ら
第
７
号
の
表
ま

で
、
第

９
号

の
表

又
は

第
1
0
号

の
表

に

規
定

す
る

入
場

料
の

収
入

総
額

に
1
0
0
分

の
５

を
乗

じ
て

得
た

額
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て

「
加
算
使
用
料
」
と
い
う
｡
)
を
納
め
る
と
き
は
、
特

定
施

設
を

使
用

し
た

日
（

２
日

以
上

に

わ
た
り
連
続
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
最

後
に

使
用
し

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て
、
７

日
以
内
に
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

入
場

料
の
収

入
総

額
を

知
事

に
報

告
す

る
と
と
も
に
、
3
0
日
以
内
に
加
算
使
用
料
を
納
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

（
利
用
料
金
）
 

第
1
5
条
の
５

 
（
略
）
 

２
 
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る

者
は

、
そ

の
使

用
に

係
る

料
金
（

以

下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
｡
)
を
指
定
管
理
者
に
納
め

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
及
び

ス
ケ

ー
ト

パ
ー

ク
の

使
用
（
専

用
使

用
を

除
く
｡
)
を
し
よ
う
と
す
る
者
 

(
3
)
・

(
4
)
 

（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
利
用
料
金
は
、
別
表
第
２
第
３
号
の
表
か
ら
第

1
1
号

の
表
ま

で
に

掲
げ

る
施

設
に

つ
い

て

は
こ
れ
ら
の
表
に
定
め
る
額
、
規
則
で
定
め
る
附
属

設
備

に
つ
い

て
は

規
則

で
定

め
る

額
の

範
囲
内
で
、
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
指
定

管
理

者
は

、

あ
ら
か
じ
め
当
該
利
用
料
金
に
つ
い
て
知
事
の
承
認

を
受

け
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
・
６
 
（
略
）
 

７
 
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
施
設
の

使
用

の
許

可
を

受
け

た
者

が
入

場
料

を

徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

別
表

第
２
第

５
号

の
表

か
ら

第
７

号
の

表
ま

で
、

第
９

号
の

表
又

は
第

1
0
号

の
表

に
規

定
す

る
入

場
料

の
収

入
総

額
に

1
0
0
分

の
５

を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め

る
額
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

加
算

利
用
料
金
」
と
い
う
｡
)
を
納
め
る
と
き
は
、
特
定

施
設

を
使

用
し

た
日
（

２
日

以
上

に
わ

た

 第
1
1
条

 
（

略
）

 

２
 
（

略
）
 

３
 
第

１
項

の
規

定
に

か
か
わ
ら
ず
、
新
潟
県
立
鳥
屋
野
潟
公
園
多
目
的
運
動
広
場
（
北
側
)
､

多
目

的
運

動
広
場
（

南
側
)
､
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
若
し
く
は
ス
タ
ン
ド
又
は

野

球
場

の
グ

ラ
ウ
ン

ド
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
1
5条

の
５
第
７
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と

い
う

｡
)
の

使
用
の

許
可
を
受
け
た
者
が
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
、
別
表
第
２

第

５
号

の
表

か
ら
第

７
号
の
表
ま
で
又
は
第
９
号
の
表
に
規
定
す
る
入
場
料
の
収
入
総
額
に
1
0
0

分
の

５
を

乗
じ
て

得
た

額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
加
算
使
用
料
」
と
い
う
｡
)
を
納
め
る

と
き

は
、
特

定
施

設
を
使
用
し
た
日
（
２
日
以
上
に
わ
た
り
連
続
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ

つ
て

は
、
最

後
に

使
用

し
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
７
日
以
内
に
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
入
場

料
の

収
入
総
額
を
知
事
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
3
0
日
以
内
に
加
算
使

用

料
を

納
め

な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

 

（
利

用
料

金
）
 

第
1
5
条

の
５
 
（

略
）

 

２
 
指

定
管

理
者

に
よ

る
管
理
の
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
の
使
用
に
係
る
料
金
（
以

下
「

利
用

料
金
」

と
い
う
｡
)
を
指
定
管
理
者
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
（

略
）
 

(
2
)
 
新

潟
ス

タ
ジ

ア
ム
及
び
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
使
用
（
専
用
使
用
を
除
く
｡
)を

し
よ
う
と

す
る

者
 

(
3
)
・

(
4
)
 
（
略

）
 

３
 
（

略
）
 

４
 
利

用
料

金
は

、
別

表
第
２
第
３
号
の
表
か
ら
第
1
0
号
の
表
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い

て

は
こ

れ
ら

の
表
に

定
め

る
額
、
規
則
で
定
め
る
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
規
則
で
定
め
る
額
の

範
囲

内
で

、
指
定

管
理

者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は

、

あ
ら

か
じ

め
当
該

利
用

料
金
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
・

６
 
（

略
）

 

７
 
前

項
本

文
の

規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
施
設
の
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
入
場
料

を

徴
収

す
る

場
合
に

お
い

て
、
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
別
表
第
２
第
５
号
の
表
か
ら
第
７
号
の

表
ま

で
又

は
第

９
号

の
表

に
規

定
す

る
入

場
料

の
収

入
総

額
に

1
0
0
分

の
５

を
乗

じ
て

得
た

額
の

範
囲

内
で
指

定
管

理
者
が
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
加
算
利
用
料
金
」
と

い
う

｡
)
を

納
め
る

と
き
は
、
特
定
施
設
を
使
用
し
た
日
（
２
日
以
上
に
わ
た
り
連
続
し
て

使
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り
連
続
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
最
後
に

使
用

し
た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

、

７
日
以
内
に
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
入
場

料
の

収
入

総
額

を
指

定
管

理
者

に
報

告
す

る
と
と
も
に
、
3
0
日
以
内
に
加
算
利
用
料
金
を
納
め

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

８
・
９
 
（
略
）
 

 別
表
第
１

（
第
１
条
の
６
関
係
）
 

公
園
名
 

公
園
施
設
 

供
用

日
 

供
用

時
間

 

新
潟
県
立

鳥
屋
野
潟

公
園
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

野
球
場
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

ス
ケ
ー
ト
パ
ー
ク
 

午
後

１
時

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

休
日

に
あ

つ
て

は
、

午
前

９
時

）
か

ら
午

後
９

時
ま

で
 

（
略
）
 

 
 

 

 別
表
第
１
の
２
（
第
５
条
の
２
関
係
）
 

公
園
名
 

有
料

公
園

施
設
 

新
潟
県
立
鳥
屋
野
潟
公
園
 

（
略
）
 

野
球
場
 

（
略

）
 

ス
ケ
ー
ト
パ
ー
ク

 

（
略
）
 

 
 

 

 別
表
第
２

（
第
1
0
条
関
係
）
 

(
1
)
・

(
2
)
 

（
略
）
 

 
(
3
)
 
第
２
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
を

受
け

た
場

合
 

区
 
 
 
 
 
分
 

単
 

位
 

金
 

額
 

（
略
）
 

新
潟
県

立
鳥
屋

野
潟
公

園
野
球

場
内
に

広
告
物

を
表
示
す
る
こ
と
。
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

新
潟
県

立
鳥
屋

野
潟
公

園
ス
ケ

ー
ト
パ

ー
ク
内

競
技
会
、
集
会
、
展

示
会

そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
催

し

表
示

面
積

１

平
方

メ
ー

ト
ル

1
,
3
0
0
円

 

用
す

る
場

合
に
あ

つ
て

は
、
最
後
に
使
用
し
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
７
日
以
内
に

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
入
場
料
の
収
入
総
額
を
指
定
管
理
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、

3
0
日

以
内

に
加
算

利
用

料
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

８
・

９
 
（

略
）

 

 別
表

第
１
（

第
１

条
の

６
関
係
）
 

公
園

名
 

公
園
施
設
 

供
用
日
 

供
用
時
間
 

新
潟

県
立

鳥
屋

野
潟

公
園

 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

野
球

場
 

     

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で
 

 

（
略

）
 

 
 

 

 別
表

第
１

の
２
（

第
５

条
の
２
関
係
）
 

公
園

名
 

有
料
公
園
施
設
 

新
潟

県
立

鳥
屋
野

潟
公
園
 

（
略
）
 

野
球
場
 

（
略
）
 

（
略

）
 

 
 

 

 別
表

第
２
（

第
1
0
条

関
係

）
 

(
1
)
・

(
2
)
 
（
略

）
 

 
(
3
)
 
第

２
条
第

１
項

又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
場
合
 

区
 
 
 
 
 
分
 

単
 
位
 

金
 
額
 

（
略

）
 

新
潟

県
立

鳥
屋

野
潟
公

園
野

球
場

内
に

広
告
物

を
表

示
す

る
こ
と

。
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
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に
広
告

物
を
表

示
す
る

こ
と
。
 

を
行
う
際
、
表
示
す

る
広

告

物
 

に
つ

き
１

日
 

 
そ
の
他
の
広
告
物
 

表
示

面
積

１

平
方

メ
ー

ト
ル

に
つ

き
１

年
 

3
4
,
0
0
0
円

 

(
4
)
 
第
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

け
た

場
合
（

新
潟

県
立

鳥
屋

野
潟

公
園

多
目
的
運
動
広
場
（
北
側
)
､
多
目
的
運
動
広
場
（

南
側

)
､
新

潟
ス

タ
ジ

ア
ム

、
サ

ブ
グ

ラ

ウ
ン
ド
、
野
球
場
及
び
ス
ケ
ー
ト
パ
ー
ク
を
除
く

。
）

 

（
略
）
 

(
5
)
～

(
9
)
 

（
略
）
 

(
1
0
)
 
第
５
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け

た
場
合
（

新
潟

県
立

鳥
屋

野
潟

公

園
ス
ケ
ー
ト
パ
ー
ク
に
限
る
｡
) 

区
 

 
 
 
 
分
 

単
 
位
 

金
 

額
 

営
利
を
目
的
と
し
な
い
場
合
 

 

１
時
間
 

 

4
,
5
0
0
円

  

入
場

料
を

徴
収

す

る
場

合
は

、
左

に

掲
げ

る
額

に
入

場

料
の

収
入

総
額

に

1
0
0
分

の
５

を
乗

じ

て
得

た
額

を
加

算

し
た

額
 

 

営
利
を
目
的
と
す
る
場
合
 

 

 
営

利
を

目
的

と
し

な
い
場

合
の
使
用

料
の

額
の

２
倍
に

相
当

す
る

額
 

(
1
1
)
 
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
ス

ケ
ー

ト
パ
ー

ク
及

び
体

育
館
（

専
用

使

用
の
場
合
を
除
く
｡
)
並
び
に
プ
ー
ル
を
使
用
す
る

場
合

並
び
に
観

賞
展

示
温

室
に

入
館

す

る
場
合
 

区
 
 
 
 
 
分
 

単
 

位
 

金
 

額
 

（
略
）
 

サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
 

（
略
）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

ス
ケ
ー
ト
パ
ー
ク
 

生
徒
等
 

１
人

に
つ

き

１
回

 

4
5
0
円

 

そ
の
他
 

9
0
0
円

 

定
期
券
に
よ

る
使
用
 

生
徒
等

 
１

人
に

つ
き

３
月

 

5
,
5
0
0
円

 

そ
の
他

 
1
0
,
5
0
0
円

 

（
略
）
 

  
 

 
 

(
4
)
 
第

５
条

の
２

第
１

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
場
合
（
新
潟
県
立
鳥
屋
野
潟
公

園

多
目

的
運

動
広
場
（
北
側
)
､
多
目
的
運
動
広
場
（
南
側
)
､
新
潟
ス
タ
ジ
ア
ム
、
サ
ブ
グ
ラ

ウ
ン

ド
及

び
野
球

場
を
除
く
。）

 

（
略

）
 

(
5
)
～

(
9
)
 
（
略

）
 

  

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

(
1
0
)
 
新

潟
ス
タ

ジ
ア
ム
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
及
び
体
育
館
（
専
用
使
用
の
場
合
を
除
く
｡
)

並
び

に
プ

ー
ル
を

使
用
す
る
場
合
並
び
に
観
賞
展
示
温
室
に
入
館
す
る
場
合
 

 

区
 

 
 
 
 
分
 

単
 
位
 

金
 
額
 

（
略

）
 

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン
ド

 

   

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
 

 
 

（
略

）
 



 

1
0
 

備
考
 
（
略
）
 

備
考

 
（

略
）
 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ

の
条
例
中
第
１
条
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
３

項
の

規
定

は
令

和
５

年
４

月
１

日
か

ら
、

第
２

条
の

規
定

は
公

布
の

日
か
ら
起
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い

て
規

則
で

定
め

る
日

か

ら
施
行
す
る
。
 

 
（
経
過
措
置
）
 

２
 
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
1
1
条
第
３
項

及
び

別
表

第
２

の
規

定
（

第
1
0
条

に
係
る

場
合

に
限

る
｡
)
は

、
第

１
条
の
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け

る
使

用
に

係
る

使
用

料
に

つ
い

て
適

用

し
、
同
日
前
に
お
け
る
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

３
 
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
1
5
条
の
５
第

７
項

及
び

別
表

第
２

の
規

定
（

第
1
5
条
の

５
に

係
る

場
合

に
限

る
｡
)
は
、
第
１
条
の
規
定
の
施
行
の
日
以

後
に

お
け

る
使

用
に

係
る

料
金

に
つ

い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
お
け
る
使
用
に
係
る
料
金
に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。
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